
　等級及び職制上の段階ごとの職員数（令和５年４月１日現在）
行政職員給料表

（人） （％） 職名 （人） （人） （％） 段階

職員Ⅰ 3,185

計 3,185

職員Ⅱ 5,139

計 5,139

職員Ⅲ 4,977

計 4,977

係長 2,174

指導主事 33

公の施設等の長 123

専任職 119

守衛長 1

計 2,450

課長補佐 535

指導主事 32

公の施設等の長 21

計 588

室長 7

課長 836

指導主事 106

公の施設等の長 90

行政専門職員 1

計 1,040

副本部長 2

部長 192

室長 6

公の施設等の長 28

福祉保健センター長 10

計 238

本部長 2

局長 21

区長 18

理事 11

室長 4

会計管理者 1

技監 1

危機管理監 1

教育次長 1

計 60

合計 17,677 100.0

局
長
級

8級 1　本部長、局長、区長又は理事の職務
2　特に困難な業務を行う室長の職務
3　会計管理者の職務

60 0.3 60 0.3

課
長
級

7級 1　副本部長又は部長の職務
2　困難な業務を行う室長の職務
3　特に困難な業務を行う公の施設等の長等
の職務
4　福祉保健センター長の職務 238 1.3 238 1.3

部
長
級

6級 1　室長又は課長の職務
2　困難な業務を行う公の施設等の長等の職
務

1,040 5.9 1,040 5.9

係
長
級

5級 1　課長補佐の職務
2　相当の知識、技術又は経験を必要とする
公の施設等の長等の職務

588 3.3 588 3.3

課
長
補
佐
級

4級 1　係長の職務
2　公の施設等の長等の職務
3　専任職の職務

2,450 13.9 2,450 13.9

75.2
職
員
級

2級 高度の知識、技術又は経験を必要とする職務

5,139 29.1

3級 特に高度の知識、技術又は経験を必要とする
職務 4,977 28.2

等級
等級別基準表に規定する

基準となる職務
合計 内訳 職制上の段階

1級 基礎的な知識、技術又は経験により業務を行
う職務 3,185 18.0

13,301



　等級及び職制上の段階ごとの職員数（令和５年４月１日現在）
消防職員給料表

（人） （％） 職名 （人） （人） （％） 段階
消防士 618

計 618

消防士長 1193

消防士 3

計 1196

消防司令補 878

消防士長 662

消防士 36

計 1576

係長 65

消防署係長 89

消防出張所長 78

専任職 27

計 259
課長補佐 28
消防署係長 41
消防出張所長 0

計 69

課長 27

消防署課長 73

科長 2

横浜市民防災センター所長 1

計 103

部長 5

消防訓練センター所長 1

空港長 1

消防署長 18

計 25

合計 3,846 100.0

※課長補佐はすべて消防司令

※２級及び３級の消防士は、平成19年度人事給与制度改革時に経過措置が適用された職員

課
長
級

7級 消防正監の職務

25 0.7 25 0.7
部
長
級

6級 消防監又は消防司令長の職務

103 2.7 103 2.7

係
長
級

5級 相当の知識、技術又は経験を必要とする消
防司令の職務

69 1.8 69 1.8

課
長
補
佐
級

4級 消防司令の職務

259 6.7 259 6.7

88.1
職
員
級

2級 消防士長の職務

1,196 31.1

3級 1　消防司令補の職務
2　相当の知識、技術又は経験を必要とする
消防士長の職務 1,576 41.0

等級
等級別基準表に規定する

基準となる職務
合計 内訳 職制上の段階

1級 消防士の職務

618 16.1

3,390



　等級及び職制上の段階ごとの職員数（令和５年４月１日現在）
教育職員給料表

（人） （％） 職名 （人） （人） （％） 段階

教諭

実習助手 22

計 22

教諭 13,603

養護教諭 546

栄養教諭 79

講師 8

実習助手 12

計 14,248
1,955

計 1,955

教頭 534

計 534

校長 503

校長代理 5

計 508

合計 17,267 100

校
長
級

5級 校長又は校長代理の職務

508 3 508 3

11

主
幹
教
諭
級

4級 教頭の職務

534 3 534 3
教
頭
級

3級 主幹教諭の職務

1,955 11

主幹教諭(主幹養護教
諭・主幹栄養教諭含
む）

1,955

83

教
諭
等
級

2級 相当の知識、技術又は経験を必要とする教
諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭、講師
又は実習助手の職務

14,248 83

等級
等級別基準表に規定する

基準となる職務
合計 内訳 職制上の段階

1級 教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭、講
師又は実習助手の職務 22 0

14,270



　等級及び職制上の段階ごとの職員数（令和５年４月１日現在）
技能職員等給料表

（人） （％） 職名 （人） （人） （％） 段階

職員Ⅰ 872

計 872

職員Ⅱ 73

計 73

職員Ⅲ 1,898

計 1,898

合計 2,843 100.0

100
職
員
級

2級 相当の技能的経験を必要とする業務を行う技能
職員の職務 73 2.6

3級 高度の技能的経験を必要とする業務を行う技能
職員の職務 1,898 66.8

等級
等級別基準表に規定する

基準となる職務
合計 内訳 職制上の段階

1級 技能職員の職務

872 30.7

2,843



　等級及び職制上の段階ごとの職員数（令和５年４月１日現在）

医療職員給料表

（人） （％） 職名 （人） （人） （％） 段階

医師 2

計 2

係長 5

計 5

課長 9

計 9

部長 13

福祉保健センター長 7

計 20

理事 1

保健所長 1

医療医務監 1

計 3
合計 39 100.0

局
長
級

5級 1　局長又は理事の職務
2　保健所長の職務

3 7.7 3 7.7

課
長
級

4級 1　部長の職務
2　福祉保健センター長の職務 20 51.3 20 51.3

部
長
級

3級 課長の職務

9 23.1 9 23.1

5.1
職
員
級

2級 係長の職務

5 12.8 5 12.8
係
長
級

等級
等級別基準表に規定する

基準となる職務
合計 内訳 職制上の段階

1級 医師又は歯科医師の職務

2 5.1 2


